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午前９時３０分 開会 

○分科会長（西田  真） それでは、改めまして、

おはようございます。定刻になりましたので、ただ

いまから文教民生分科会を開会いたします。 

 今日はめっきり涼しくなりまして、夏からいきな

り秋というような感じになっております。また、稲

のほうも取り入れもほぼ完了したような状況にな

っておりまして、収量のほうも良かったり、悪かっ

たり、暑さが続いた関係もあろうかと思っておりま

すけど、そういうふうな状況であります。またこれ

からインフルエンザが流行の時期となりますし、コ

ロナの関係もありますので、その辺も、当局の皆さ

んも、委員の皆さんも、それぞれご留意いただきま

して、また、市民の方々にもインフルエンザの接種

のその辺も周知していただきますように、よろしく

お願いしたいと思います。 

 それでは、始めさせていただきます。 

 その前に、今日は報道の皆さんから傍聴の申入れ、

また、カメラ等の撮影のことも聞いており、それを

了解しておりますので、ご了承をお願いします。 

 それでは、委員の皆さん並びに当局の皆さんは、

質疑、答弁に当たりましては、要点を押さえ、簡潔

明瞭に行っていただき、スムーズな議事進行にご協

力をお願いします。 

 なお、分科会での発言は、分科会長の指名の後、

マイクを使用して、課名と名字を名のってから行っ

ていただきますようにお願いしておきます。 

 先日１０月１日の分科会で質問事項を洗い出し、

本日、その回答文書をお手元に配付しております。

本日の分科会では、その資料を基に質疑、討論、表

決を行う予定としております。 

 それでは、これより３、協議事項、（１）分担案

件の審査についてに入ります。 

 まず、第１０８号議案、令和２年度豊岡市一般会

計補正予算（第１２号）を議題といたします。 

第１０８号議案中、当分科会に審査を分担されまし

たのは、所管事項に係る歳入歳出予算補正及び債務

負担行為、地方債補正についてであります。 

 それでは、お手元に配付の資料に基づき、生涯学

習課から回答の説明を受けます。 

 それでは、よろしくお願いします。 

 旭生涯学習課参事。 

○生涯学習課参事（旭  和則） ご質問いただきま

した事項について回答をさせていただきます。 

 まず１点目です。生涯学習サロン整備事業につい

て。１、学院生の減少が５年で４割減、１０年で半

減しているが、今後継続できる見通しはどうかとの

ご質問にお答えいたします。 

 学院生が減少している理由といたしまして、１、

施設が老朽化していること、２、バリアフリーとな

っていないため高齢者にとって危険であること、３、

エレベーター、エスカレーターもなく、２階教室へ

の上り下りが大変なこと、４、空調設備がないこと

から、快適性に欠けるほか、夏には熱中症への不安

を抱えること、５、交通の利便性が悪いこと、以上

のことなどが問題としてあります。 

 このような状況を踏まえ、２０１６年２月に学院

から中心市街地への移転支援の請願が出され、同年

３月に議会での採択を経て、市として事業を進めて

きた経緯があります。 

 学院が中心市街地に移転することにより、これら

の課題が解消でき、継続できると考えています。以

上です。 

○分科会長（西田  真）通して。 

○生涯学習課参事（旭  和則） 続きまして、２点

目です。学院生の減少により、生涯学習サロンが継

続できなかった場合の考え方について問うという

ご質問でございます。 

 生涯学習サロンを利便性の高い中心市街地に整

備することにより、学院生の減少は止められると考

えております。また、学院においても、年齢制限を

外し、要望の多い新たな講座を開設するなどの努力

をされる予定です。市としても学院生の募集に協力

するなどの支援をする考えです。 

 なお、生涯学習サロンは生きがい創造学院を含め、

広く市民全体の生涯学習や交流を支える施設であ

り、その目的に沿った利用を継続していきます。 

 現在、７階市民プラザは、土日祝日の利用はほぼ
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満杯であり、平日も水曜日から金曜日は７割程度の

利用があります。平日の平均が７割ということは、

先約により新たな予約申込みを断らざるを得ない

ことも少なからずあることを意味しております。し

たがって、生涯学習サロンの、広く市民を対象にし

た貸館の需要についても十分な需要があると見込

んでいます。 

 続いて、３点目です。仮に新しくアイティ４階に

開設した場合、学院側の負担金並びに使用料等の考

え方はどうかとのご質問でございます。 

 生涯学習サロンは、生きがい創造学院を指定管理

者として運営する予定であり、市は指定管理料を支

払わない代わりに、共益費及び駐車料金を負担する

予定です。生きがい創造学院は、光熱費及びリスク

分担表による修繕費を負担する予定です。以上です。 

○分科会長（西田  真） 説明は終わりました。 

 質疑はありませんか。 

○委員（福田 嗣久） 少しよろしいか。 

○分科会長（西田  真） どうぞ、福田委員。 

○委員（福田 嗣久） 学院生の減少が非常に急激だ

なという気がいたしておりまして、心配をしてるん

ですけれども、何ていいますか、今ある現在地から

市街地中心に来ると、高齢社会の中で余計通いにく

くなるんではなかろうかという心配も今になって

してるんですけども、その辺の当局としてのお考え

はどんなふうに持っておられますか。 

○分科会長（西田  真） どうぞ。 

○生涯学習課参事（旭  和則） 以前から申し上げ

ておりますとおり、中心市街地のほうに移転するこ

とによりまして、交通弱者の方、そういった方の交

通の便も上がるということもございますし、そうい

った面で学院生の減少というのは歯止めがかかり、

今後、少しでも増えていくものと考えております。 

○分科会長（西田  真） 福田委員。 

○委員（福田 嗣久） 基本的にやはり車社会の中で

特に最近、高齢者のドライバー事故が多いという現

状がある、現実があるんですけれども、私個人で考

えてみましても、やはり周辺のほうが行きやすく、

中心のほうが行きにくいということは、誰しも感じ

るところなんですけれども、アイティに設置した場

合、今さらということはあるんですけれども、そう

いった心配を少ししているというところですけど

も、その辺は全く当局は心配されてないということ

でしょうか。 

○分科会長（西田  真） どうぞ。 

○生涯学習課長（大岸 和義） 生きがい創造学院側

ともそういった議論は進めておりまして、今、委員

おっしゃるように、車の運転に不安のある方がいら

っしゃることは確認しております。ただ一方で、市

街地っていうのは、ご存じのように高齢化率も高う

ございまして、公共交通機関等がなかなかない状況

の中で、学院に通えない状況もございます。さらに

今現在の学院の建物の中では、交通事情以外に、例

えば夏の暑い時期に熱中症等のおそれにより休学

する学生だったり、冬の寒さのあまりに休学する学

生であったり、こういった方々が多数いらっしゃい

ます。今回、この建物を移転することによりまして、

これらの課題は解決されるものと考えております

ので、学院生の減少には歯止めはかかるというふう

に見込んでおります。 

○分科会長（西田  真） 福田委員。 

○委員（福田 嗣久） そういう答弁しかできないと

は思いますけれども、何ていいますか、敬老会の事

業あるいは老人会の事業、老人会といったら、高齢

者か、そういった事業もだんだんと、どことも減っ

てるということを聞かせていただいておりまして、

そういう意味からして、確かに生涯学習ということ

に力を入れるということはよく理解はするんです

けれども、はたまた今アイティのほうへそれを設置

して、新しく開院するといった場合に、そういう心

配が大変強くなってきたなということを、当局の資

料を見させていただいて、余計感じてるといったと

ころでございます。答弁はよろしいですけども。 

○分科会長（西田  真） ほかにありませんか。 

 田中委員。 

○委員（田中藤一郎） ２つ目の部分の生涯学習サロ

ンが継続できなかった場合の考え方について、また

改めてお聞かせいただきたいんですけれども、この
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回答でいいますと、需要があるので、そういうこと

を想定していないというふうな形だというふうに

思うんですけれども、そういったことも考えられま

すけども、今回ちょっと気になるのが、やはり数年

前までは４００人おられた方が今は２５０名とい

うふうな、確実に減少が行われている。そして、そ

れは、ある程度の人数は学ぶ方もおられるとは思う

んですけれども、あちらのほうも料金を取って活動

を維持していくっていうふうな部分でなると、例え

ば１００人はおられるんだけれども、そういった中

では活動の維持ができなくなるっていうふうなこ

ともやっぱり想定しておかないと、特に今回は、市

の公金を使ってこういったことをするっていうふ

うな部分で、やめられるのはある意味、自由だとは

思うんですけれども、それによって莫大な税金が投

入されるっていうふうな中で、空きスペースが、逆

に言ったら生まれる可能性があるっていうふうな

観点でこういったことを聞いてるんですけれども、

やはりそういったサロンが維持できなくなって、解

散だとかいうふうなことも考えておかないと、その

後の施設等々の運営についても、また計画が変わっ

てくるというふうなことも考えられるんですけれ

ども、再度、そういった生涯学習サロンが継続でき

なくなった場合のケースについて、改めてお聞きし

たいんですけれど、いかがでしょうか。 

○分科会長（西田  真） どうぞ。 

○生涯学習課参事（旭  和則） 生涯学習サロンの

ほうが、今後、万が一、生きがい創造学院が活動が

できなくなった場合ということでの想定なんです

けれども、書かせていただいてるとおり、まずは学

院生、増やす方向で市としても協力をしていくとい

うことがまず第一前提としてあります。 

 次に、万が一、ご指摘のように、学院生が減って

活動ができなくなってといった場合に、先ほどもお

答えいたしましたように、ここ市全体、市民の方に

使っていただく生涯学習の施設としての利用でご

ざいます。ですので、今後もし万が一にもそういっ

たことがあった場合については、広くまた市民の方

に利用していただけるような計画等を検討してい

って、必ず存続をする形で、それはどういう形にな

るのかは、直営になるのかは、ちょっとその辺は分

かりませんけれども、基本的には、市民の皆さんが

生涯学習を学ぶ施設として存続をしていくという

ことで考えております。 

○分科会長（西田  真） 田中委員。 

○委員（田中藤一郎） 要は、形を変えてでもさせる

っていうふうなところになると、そういう意味では

ないんですか。すみません。 

○分科会長（西田  真） どうぞ。 

○生涯学習課参事（旭  和則） 形を変えると申し

ますか、もともと市の生涯学習を推進する施設とし

ての整備でございますので、今回、生きがい創造学

院のほうに指定管理としてお願いをするという、今

はそういう予定で、計画でございます。ですので、

それが万が一、駄目だったとしても、先ほど申しま

したように、市として、生涯学習施設としての広く

市民に利用していただく施設として存続をしてい

くという方向には、変わりないというふうに考えて

おります。それは指定管理者が変わるのか、新たな

指定管理者を探すのか、直営で市直営として、例え

ば貸館として利用するのか、その辺は、今後また利

用計画っていうのは検討していくことは必要かと

は思います。 

○分科会長（西田  真） 田中委員。 

○委員（田中藤一郎） なるほど。答えもらったんで

すけど、何となく分かりにくく、ちょっと私では理

解しづらいんですけれども、今回の部分でいくと、

アイティ自体は商業施設で、こういった生涯サロン

等々が入ることによってシャワー効果だとかいう

ふうな部分で、ある意味、経済を、アイティを回し

ていこうっていうふうな部分があるかと思うんで

すけれども、そういう意味合いではちょっとなかな

か難しいのかなというふうな部分があると思うん

ですけど、ただ、やはりそういった部分も今後もし

これができた場合は十分考えていただかなければ、

後で大きな問題になりかねないのかなというふう

にも思いますので、その点はお願いしたいというふ

うに思いますけれども、いかがですか。 
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○分科会長（西田  真） どうぞ。 

○生涯学習課参事（旭  和則） 田中委員ご指摘い

ただいたとおり、そのように今後も検討してまいり

たいと考えております。 

○委員（田中藤一郎） よろしいです。 

○分科会長（西田  真） よろしいか。 

○委員（田中藤一郎） はい。 

○分科会長（西田  真） 井上委員。 

○委員（井上 正治） 関連の質問でございますけど

も、学院生の交通手段、前回の委員会でも聞きまし

たけども、現学院生がどのような交通手段で学院に

通っておられるのか、その辺の経過を調べていただ

いたかということと、それから、アイティの駐車場

が非常に高齢者には使いにくい構造になってるの

かなと私自身も思います。特にカーブが大変多いと

いうことがあるわけですけども、過去１年間でもよ

ろしいんで、駐車場での事故例等がもし把握をされ

てるのであれば、どのような原因で事故が起きたの

か、お示しをいただいたらと思いますが、いかがで

しょうか。 

○分科会長（西田  真） どうぞ。 

○生涯学習課参事（旭  和則） 学院生の皆さんの

交通手段につきましては、申し訳ございません、事

務局のほうにも問合せはしたんですけれども、詳細

のほうは分かりかねるということで回答いただい

ております。 

○分科会長（西田  真） どうぞ。 

○生涯学習課長（大岸 和義） アイティ駐車場うち

の事故の件につきましては、昨年２０１９年度で１

６件、事故が起こっているようです。その原因につ

いてはちょっと十分把握はしてないんですが、その

うちの８件が高齢者が起こされた事故というふう

に伺っております。以上です。 

○分科会長（西田  真） 井上委員。 

○委員（井上 正治） 特に市街地、先ほど福田議員

の答弁の中で、交通関係の問題というのは、非常に

クローズアップする部分であろうかと私自身も考

えておりまして、利便性だけではなしに、そういう

部分がありますので、しっかりとした、やっぱり交

通安全対策というのは、私は調査をして、しっかり

と対応をする。事故があっては元も子もありません

ので、加害者も被害者も大変なことになりますので、

その辺はしっかりと対応していただきたいという

ことと、それから、駐車場での事故が１６件あった

ということになれば、そのうち８件、半数が、５０％

が高齢者ということになれば、なかなか今のアイテ

ィの駐車場を活用して駐車をされるということに

ついては、リスクが非常に高いかなという思いをし

ますので、その辺も、根本的に交通安全対策という

ことに対しての注意喚起や利用のルールであると

かいうものを、もう少し明確化して示す必要がある

と思いますけども、その辺はいかがなんでしょうか

ね。 

○分科会長（西田  真） どうぞ。 

○生涯学習課参事（旭  和則） 確かにアイティの

駐車場、僕たちでもなかなか難しい面はございます。

ですので、ご指摘いただいておりますとおり、注意、

高齢者の方に対しましては、十分注意して運転をし

ていただくということと、それから、利用のルール

等はまた今度、生きがい創造学院事務局のほうとも

相談させていただきまして、どういった方法がある

のか、そういったルール、講習という形になるのか、

その辺分かりませんけれども、その辺は協議して十

分安全対策のほうは取っていきたいというふうに

は考えております。以上です。 

○分科会長（西田  真） 井上委員。 

○委員（井上 正治） しっかりとやっぱり安全担保

ということが第一でございますので、その辺はしっ

かりとした対策をお願いをしときたいと思います。 

 それから次に、学院生の減少によりというとこの

部分でございますが、その中で、回答の中で年齢制

限を外し、要望の多い新たな講座というようなこと

がありますけども、それと同時に、市が学院生の募

集に協力というこの文面もございます。この辺の具

体的な内容というのは議論をされているのか、全く

されていないのか、進捗状況をお伺いします。 

○分科会長（西田  真） どうぞ。 

○生涯学習課参事（旭  和則） 年齢制限を外すと
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いうことと、新たな要望の多い講座の開設というこ

とでございます。具体的な、じゃあ、年齢を何歳か

らにしようっていうことですとか、新たな講座、じ

ゃあ、何にしようかということは、具体的にはちょ

っとまだ協議のほうはさせていただいておりませ

ん。ただ、事務局のほうからは要望の多い講座って

いうのがあってということは伺っておりますので、

そこはまた今後協議して、講座を増やしていくとい

う方向で調整をしていきたいと考えております。 

 それと、そうですね、あと募集に協力するという

ことでございますが、今までは独立したといいます

か、生きがい創造学院のほうで独自に学院生さん募

集されてたんですけれども、今度は指定管理として

お願いすることになりますので、例えば市の広報を

活用してですとか、そういったところでも学院生の

募集というのを今後は協力させていただけるのか

なというふうには考えております。以上です。 

○分科会長（西田  真） 井上委員。 

○委員（井上 正治） こういうふうに回答いただき

ますと、具体的な部分というのがある程度、今後の

スケジュールに入れていかなきゃいけないと思い

ます。２５０名であれば、まだまだ稼働率というの

は、もしそこに設備、整備された場合、非常に低い

可能性があるので、やっぱりそれを増やすためには

事前に協議をして、どのように稼働率を上げて、や

はり学習サロンが市民にとって喜ばれ、高齢者にと

っても喜ばれ、よかったなというふうな言われるこ

とぐらいの気持ちを持って進んでいかないと、本当

にそこに新しい施設を造っても、本当の機能を発揮

しないということになると私自身は思いますので、

やっぱり相当の覚悟を持って、高額な、これまで資

金を投入されておりますので、その辺も踏まえなが

ら、しっかりとした対応が必要であるというふうに

考えております。 

 それから、再度お聞きするんですけども、旧いず

たやの跡の広場なんですけども、これの活用という

のは非常に課題もたくさん、前委員会の中でも出た

思い持っております。その辺を有効に使うのには、

本当に真剣に考えていかないと、やっても、それが

逆に逆効果になると非常に不安を持ちますので、そ

ういうことのお考え、しっかりとやっていただくと

同時に、約７，０００万円弱ぐらいが旧いずたやか

らアイティのほうに整備するということでいくと

いうことなんですけども、どうなんでしょうかね、

全く旧いずたやのほうに施設を持ってくるという

ふうなお考えというのはないのかどうか、その辺を

お伺いします。 

○分科会長（西田  真） どうぞ。 

○生涯学習課参事（旭  和則） 生涯学習サロンに

つきましては、もうアイティの４階と７階で整備を

するということで、それは教室に関してでございま

すけれども、４階と７階で整備するという方向でい

きたいと考えております。以上です。 

○分科会長（西田  真） 井上委員。 

○委員（井上 正治） それで、以前もらいました資

料の中で、あくまでフロアの整備活用計画案何かか

な、ここにどういいますか、４階平面図を頂いてる

わけですけども、このスペースで生涯サロンという

のは十分運用できるのか、それから言ってみれば、

このサロンの中の要するに各教室に音の出るもの

であるとか、外に害を及ぼすようなものの教室があ

るのかどうか、その辺というのはどのような考えな

んですか。 

○分科会長（西田  真） どうぞ。 

○生涯学習課参事（旭  和則） 教室の規模、部屋

の広さに関しましては、旧いずたや跡地で整備する

広さと、今回アイティの４階、７階で整備する広さ

につきましては、広さ的にはほぼ変わらないので、

活動としては十分できるスペースを確保できると

考えております。 

 もう１点、あと音のことです。騒音といいますか、

確かに木工、木彫室というのは整備する予定ではあ

るんですけれども、その際には機械、工作の若干小

さいものではあるんですけれども、工作機械等、木

を切ったりですとか、そういった機械を使用します

ので、若干それ音が出るというふうに聞いておりま

すので、その辺は防音対策、そういった対策を十分、

壁、それから床等にそういった防音対策を十分施し
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て、対策を講じてまいりたいと考えております。以

上です。 

○分科会長（西田  真） 井上委員。 

○委員（井上 正治） それと同時に、例えば木工す

ると、切ったりすると、ほこりというものが立つと

思うんですけど、隣に、どういいますか、ある飲食

店が残る予定になっておりますけども、この辺の対

策というのも十分考えていかなきゃいけないと思

うんですけど、その辺いかがですかね。 

○分科会長（西田  真） どうぞ。 

○生涯学習課参事（旭  和則） 確かに隣に飲食店

ございますので、そういったごみといいますか、そ

ういう対策はしてまいりたいと考えています。以前

も、その建築住宅の担当のほうからも聞いてたんで

すけれども、集じん機といいますか、そういった木

のくずをあらかじめ集めるような、そういった対策

ができるんではないかということで協議もしてお

りますので、そういった機械、集じん機、どういう

形かちょっと今、具体的には分からないんですけれ

ども、そういったものを活用して、あらかじめ出た

ごみを集めるというようなことをして、外に出ない

ようにというふうな対策ができるんではないかと

いうふうに聞いておりますし、それを今後導入した

いなというふうには考えてます。 

○委員（井上 正治） 委員長、よろしいです。 

○分科会長（西田  真） よろしいか。 

 ほかにありませんか。 

 清水委員。 

○委員（清水  寛） ２点お尋ねをしたいです。 

 ２番のほうの回答の中で、ちょっと直接な関連、

関係というところにはならないのかもしれないん

ですけども、市民プラザの利用状況が土日満杯で、

平日も７割利用、７割程度の利用ということが書い

てあります。そういう意味では、４階フロアを取得

するという話の中で、７階を移転するということで

広大なスペースが空くんですけども、その際に市民

プラザそのものの状況を改善するということが必

要ではないかなというのが１点。 

 ２点目は、この３枚目のほうにリスク分担表によ

る修繕費を負担っていうようなお話があるんです

けども、そのリスク分担表っていうのがもともとあ

るのか、それともこの機会に作るのか、その２点に

ついてお尋ねします。 

○分科会長（西田  真） どうぞ。 

○生涯学習課長（大岸 和義） 市民プラザ、ここに

書いてますように、土日はほぼ満杯、それから平日

も木、金だったかな、もう７割を超えるような利用

状況でございまして、今回、整備を予定しています

生涯学習サロンにつきましては、夜間の利用だとか

土日祝日の利用が現在のところ、まだ計画されてお

りませんので、そういった空きスペースを貸館とし

て提供することは十分可能かなというふうには思

っております。 

 それから、もう１点、何でしたっけ。（「リスク

分担表」と呼ぶ者あり）リスク分担表につきまして

は、基本的には指定管理者の規模や状況によりまし

て定めるものでございまして、既にこれはもう指定

管理のスタンダード様式というものがございまし

て、例えば自然災害による建物の被害については市

が持ちます。それから経営による財務状況の悪化、

これについては、当然、指定管理者が持ちますみた

いな、そういうリスク分担表が既にあるんですが、

この修繕に関しましては、先ほど申し上げたように、

指定管理者の財務状況であるとか、いわゆる体力に

応じまして負担限度額を定めるものでございまし

て、それは今後詰めてまいりたいというふうには思

います。 

○分科会長（西田  真） 清水委員。 

○委員（清水  寛） そうですね、サロンそのもの

の持ってる教室を貸館で利用されるっていうお話

があるんですけど、先ほど井上議員も言われたとお

り、例えば木彫とかほこりが出るもの、もしくは教

室によっては一日で完結しないというような構造

もあると思いますし、そういったものが仮置きでき

るようなスペースを整備することがあるのか、それ

とも、その教室はその間は使えなくなってしまうの

か、その辺はちょっと今の想定というのはどのよう

にされてるんでしょうか。 
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○分科会長（西田  真） どうぞ。 

○生涯学習課参事（旭  和則） 講座によっては、

ご指摘いただいてるとおり一日では完結しないも

の、陶芸ですとか、そういったものは確かにござい

ます。ただ、今の段階では具体的な設計っていいま

すか、具体的なものはまだできておりませんので、

正確なことはお答えできかねますが、ご指摘いただ

いておりますように、そういった置場っていうは確

かに活動する上では必要になってくると思います

ので、今後、設計の段階で協議のほうは十分してい

きたいと考えております。 

○分科会長（西田  真） 清水委員。 

○委員（清水  寛） 逆に貸館として予約を取って

利用するっていう場合になると、やはり必ず開けな

いといけないっていう条件がついてくると思いま

すし、学院生のための整備でありながら、一般の人

にも貸すということが、学院生の行動を引っ張るよ

うなことにならないのかなというのは非常に危惧

するところなので、その辺も併せて、やはり貸館機

能の部分っていうことに関していえば、アイティは

非常にそういう意味では必要だということであれ

ば、やはりその辺は別途考える必要があると思いま

すが、その辺も併せて考えていただきたいと思いま

す。これは意見としてです。 

○分科会長（西田  真） よろしいか。 

○委員（清水  寛） 以上です、はい。 

○分科会長（西田  真） ほかにありませんか。 

 上田委員。 

○委員（上田 伴子） ２点伺います。 

 先ほどの質問の中にもあったんですけど、井上議

員のほうにあったんですけど、駐車場の件ですけれ

ども、アイティの駐車場においては、駅前の駐車場

は前、何かあそこを使えば同じように、アイティ内

の駐車場と同じように使えるというようなことを

聞いたことがあるんですが、それはもうまだ続いて

るのかどうか、そこを学院生の方が駅の駐車場を使

ってのそういうことができるのかどうかっていう

点が１点と、それから、先ほど部屋数のことを清水

委員が言われましたけれども、今の部屋数はどれぐ

らいあって、今度整備しようとされてるいずたのと

ころの部屋数のところと、今度アイティに移ってか

らの部屋数のところの数的なところはどうなのか、

お願いします。 

○分科会長（西田  真） どうぞ。 

○生涯学習課参事（旭  和則） まず、１点目でご

ざいます。アイティの駐車場を利用しない場合、駅

前駐車場が利用できるかというご質問ですけれど

も、引き続き、以前ご答弁させていただいたとおり、

駅前駐車場のほうは利用できるということで進め

てまいります。 

 ２点目の教室の部屋についてですが、旧南高のほ

うの施設については、一応イメージ図はこちら手元

にあるんですが、現況のほう、説明させていただき

ます。事務室、それから陶芸の教室、それに伴う乾

燥室、これ窯室というんでしょうか。それから釉薬

室、色を塗る部屋です。それから木彫教室、それか

ら盆栽、書道、絵画、囲碁等をする通常の教室、そ

れから木工室というのがまた別途ございます。あと

倉庫、これが１階の教室でございます。２階に、こ

ちらも教室でございますが、短歌教室、俳句教室の

お部屋、それから書道、編み物、カラオケが利用す

る教室の部屋、それから書道、表具教室の部屋、あ

と自治会室というのがございます。それから、あと

写真の部屋、写真教室のお部屋、ここ表具教室が一

部利用してるようですが、表具教室と写真が共同利

用してる部屋が一つ、あと休憩する休養室というの

がございます。あと民謡、麦わらの教室、これ以上

が２階のスペースというふうに聞いております。 

 今度、旧いずたやのほうからアイティのほうに変

更に伴う教室の数、部屋の数なんですけれども、基

本的には数は増減ございません。ただし、一部余剰

スペースとして、女性の就労支援の部屋というのが

今回は生涯学習サロンのほうに含まれませんので、

そういった面ではそこの分は減りますけれども、ほ

かの陶芸室ですとか木彫室ですとか、そういった部

屋の数は変更はございません。以上です。 

○分科会長（西田  真） 上田委員。 

○委員（上田 伴子） 駅前の駐車場は何台分ぐらい
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が使えるようになってるんか、ちょっともし分かれ

ば。 

 それと、それから部屋の数ですけど、今、部屋い

っぱい言っていただいたんですけど、数的には、数

字的にはどんな感じなんかなと思うんですけれど

も、すみません。 

○分科会長（西田  真） どうぞ。 

○生涯学習課参事（旭  和則） 駅前駐車場の駐車

可能台数ですが、１１５台です。 

 それと部屋について、規模でよろしいですか、大

きさ……。 

○委員（上田 伴子） すみませんね。 

○分科会長（西田  真） 上田委員。 

○委員（上田 伴子） 部屋数というか、規模もだけ

ども、区切るスペースとして、数が要るんかなって

思いまして、うん。なので、広さ的には同じような

広さが確保できるのかどうか。ちょっとは狭くなる

んかなって思うんですけども、今、南高校の跡を使

っておられるから、多分広いんだろうなと。数的に

はどうなんでしょうか。 

○分科会長（西田  真） どうぞ。 

○生涯学習課参事（旭  和則） 数ですね、教室の

部屋数としては、先ほど申し上げました旧南高跡地

のほうが今ご説明したとおり、部屋の数としては多

いことになります。今回あくまでまだ具体的な設計

ができておりませんので、その程度のまだ予定の段

階ではあるんですけれども、今度は例えば絵画です

とか書道ですとか、そういった各種教室ですね、木

彫とか陶芸とか、そういった例えば木のくずが出な

いとか、一般的なそういうカラオケ教室だと、そう

いった教室は２つぐらいに集約して、そこを利用し

ていただくと。木彫室は予定しておりますし、あと

は陶芸の部屋ですね、７階のほうに今のところ予定

ではあるんですけれども、そういった形で部屋数と

しては確かに減りますが、活動するスペースとして

は、十分、今までどおり活動していただける広さは

確保できるんではないかなというふうには考えて

おります。 

○分科会長（西田  真） 上田委員。 

○委員（上田 伴子） 確かに今聞いてた中で、やっ

ぱり陶芸と木彫、それから絵画も乾かしたりなんか

して置いとくようなところが要るんかなと思った

りもします。何かそこら辺では、ちょっと部分的な

教室によっては違うところに求めたほうがいいよ

うな感じを、ちょっと印象としては受けましたが、

そんなことは考えられないんですか。 

○分科会長（西田  真） どうぞ。 

○生涯学習課参事（旭  和則） 倉庫といいますか、

空きスペースが少しあるというふうに聞いており

ますので、そういったとこも活用しながら、作品の

例えば仮置きができるスペースを確保するですと

か、そういったことは今後、設計の段階で十分協議

をして、学院のほうの意見もいただきながら検討し

ていきたいというふうに考えております。 

○分科会長（西田  真） よろしいか。 

○委員（上田 伴子） はい、いいです。 

○分科会長（西田  真） えっ、ありますか。 

○委員（上田 伴子） いえ。 

○分科会長（西田  真） よろしいか。 

 井上委員。 

○委員（井上 正治） 休憩…。 

○分科会長（西田  真） 分科会を暫時休憩します。 

午前１０時１２分 分科会休憩 

──────────────────── 

午前１０時１２分 分科会再開 

○分科会長（西田  真） 分科会を再開します。 

 井上委員。 

○委員（井上 正治） 生涯サロンを４階に整備をさ

れるということなんですけど、特に今回アイティの

関係に絡んでのこの関係でございますので、この学

院生、今現在約２５０名の方が……（発言する者あ

り）生涯サロンを活用されるとして、それから１階、

２階、３階に下りるシャワー効果といいますか、経

済効果の分析というのはどのようにお考えなのか、

検討されているのか、やはりこういう部分について

もしっかりとさとう側に応援していくっていうこ

とも大切であろうかと私思うんですけども、そうい

うのが、専門的な流れというものが分析しないとな
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かなか難しいことだという思いはするんですけど

も、やっぱりそういう部分というのの検証というの

も私は必要と考えますが、いかがなもんでしょうか。 

○分科会長（西田  真） どうぞ。 

○生涯学習課参事（旭  和則） 今のところ具体的

な計画といいますか、はこちらの生涯学習課として

は持っておりません。ただ、４階のほうが整備され

る段階で、子育ての支援のスペースですとか、その

他いろんな施設が整備される予定ではあると思う

んですが、そこも含めた形で今後検討っていうのを

されていくんではないかなというふうには考えて

おります。ですので、生涯学習課独自で、じゃあ、

学院生、二百五十数名さんでどういった効果がとい

うとこの計画というのは、今のところはそういった

ものを立てる予定はございません。 

○分科会長（西田  真） 井上委員。 

○委員（井上 正治） 今回あるいは多額な整備費を

使われるということの中においては、やはりしっか

りとした今後の行財政改革あるいは公共施設マネ

ジメント、それから費用対効果等々も踏まえながら、

特に人口減少問題というのは非常に大きなウエー

トを占めてると思います。そういう部分において、

しっかりと精査をする必要が私はあると思います。

これはお願いですけども、その辺をしっかりと検討

することによって何が不足なのか、何をもっと加え

ていかなきゃいけないのかという部分についても

出てくると思いますので、その辺をしっかりと対応

をお願いしたいと。以上です。 

○分科会長（西田  真） ほかにありませんか、よ

ろしいか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（西田  真） 質疑を打ち切ります。 

 田中副委員長。 

○委員（田中藤一郎） ちょっと休憩をお願いします。 

○分科会長（西田  真） 分科会を暫時休憩します。 

午前１０時１５分 分科会休憩 

──────────────────── 

午前１０時１５分 分科会再開 

○分科会長（西田  真） 分科会を再開いたします。 

 討論はありませんか。 

 福田委員。 

○委員（福田 嗣久） これは議案ナンバー、何でし

たやな。（「１０８号議案」「１０８です」と呼ぶ

者あり）１０８号議案。（「委員長、ちょっとやっ

ぱり暫時休憩、そこでお願いします。ちょっとトイ

レ休憩取ってください」と呼ぶ者あり） 

○分科会長（西田  真）  分科会を暫時休憩しま

す。再開は１０時２５分。 

午前１０時１６分 分科会休憩 

──────────────────── 

午前１０時２５分 分科会再開 

○分科会長（西田  真） それでは、休憩前に引き

続き分科会を再開いたします。 

 討論はありませんか。 

 福田委員。 

○委員（福田 嗣久） １０８号議案に反対の討論を

させていただきます。 

 まず、文教民生分科会に審査を分担されました第

１０８号議案、令和２年度豊岡市一般会計補正予算

（第１２号）のうち、生涯学習サロン整備事業費６，

８６２万４，０００円の減額補正及び整備費の変更

については、次の理由により削減をし、それ以外の

補正予算については、提案どおりとするよう修正す

る必要があることから、第１０８号議案については

反対をいたします。 

 まず、理由といたしましては、今回の提案はアイ

ティ４階の取得が前提となっております。この件に

つきましていろいろ検討会を進める中で、市が主導

した駅前再開発事業であるといえども、民間企業の

自己責任としてビルを取得された以上、安易に公費

でもって民間企業の救済的買収あるいは事業転換

に加担すべきではないと考えております。公益、都

市経営上の政策、これは市長の言葉ですけども、公

益、都市経営上の政策と言われておりますが、やは

り民間企業に公費支出することに対しては最大の

公平性、妥当性が必要と考えております。加えまし

て、現在の人口減少下での公共施設再編計画のただ

中でもあります。また、大変厳しい財政、市の財政
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状況が継続していく中、将来的にも大きな荷物を背

負うことになり、市民負担のさらなる増大も危惧す

るところであります。さらに現状のコロナ禍で市税

収入の下方修正も明確となってきており、今回の投

資は慎重を期すべきと考えております。 

 よって、反対の意見を申し上げたいと思います。

以上です。 

○分科会長（西田  真） ほかにありませんか。 

 竹中委員。 

○委員（竹中  理） １０８号議案に、この議案に

つきまして賛成の立場で討論いたします。 

 先ほども言われましたけども、今回、生涯学習サ

ロン整備事業等々を含む内容でありますけれども、

先ほどもありました、まず、この議案自体購入あり

きという論点と、あと一民間企業の支援ではないの

かという、こういうことに関しまして、市が決定し

た、こういった購入のことに関しましては、購入あ

りきがどうかというのは推測でどうかなというふ

うな思いではあります。市の資産が増えるという観

点では、今後、資産を有効に駅前の活用をしていく

いい、この長年こういったいろんな問題がある駅前

開発の中で、今回いいチャンスでのこういった提案

をなされたということに関しては、購入ありきだと

いう論点は当てはまらないのではないかというふ

うに思います。 

 また、一民間企業の支援ではないかということに

関しましては、この質問の回答の１８ページにもあ

りますけれども、アイティのほうから市長と議長に

宛てられた中にもありますように、もともと市が主

導した駅前開発事業の中核施設であるアイティの、

市としての責任ある継続策であるというふうな位

置づけでありますし、今回の中でいわゆる撤退を進

めるものでないというふうに言われておりますけ

ども、実質、反対することによってさとうが撤退を

し、また空洞化になってしまうということに関しま

しては、前回にも言いましたように、地方創生を進

める中で来年、国際観光芸術専門職大学（仮称）で

すけども、開学も予定されており、駅前のシンボル

でもある商業ビルが空洞化して廃墟ビルになって

しまう可能性があることに対しては、市にとって非

常に大きなマイナスにもなりますし、議会にとって

も大きな責任があることと思います。そういうこと

が懸念されますので、市民生活への悪影響が避けら

れないと考えます。 

 よって、本案には賛成をいたします。多くの議員

の方の賛同をよろしくお願いいたします。 

○分科会長（西田  真） ほかにありませんか、よ

ろしいか。 

 それぞれ意見を述べる時間は十分ありますけど、

よろしいか。また休憩中にいろいろと意見を出して

もらったらよろしいので、よろしいと思います。 

 それでは、賛成、反対の意見がありますので、挙

手により採決いたします。 

 この際、申し上げます。挙手しない委員は反対と

みなしますので、その辺をご承知おきください。 

 本案は、原案のとおり可決すべきことに賛成の委

員の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○分科会長（西田  真） 賛成少数により、第１０

８号議案は、否決すべきものと決定しました。 

 分科会を暫時休憩します。 

午前１０時３２分 分科会休憩 

──────────────────── 

午前１０時４０分 分科会再開 

○分科会長（西田  真） 休憩前に引き続き分科会

を再開いたします。 

 次に、第１３３号議案、令和２年度豊岡市一般会

計補正予算（第１３号）を議題といたします。 

 第１３３号議案中、当分科会に審査を分担されま

したのは、所管事項に係る歳入歳出予算補正につい

てであります。 

 質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（西田  真） 質疑を打ち切ります。 

 討論はありませんか。 

 福田委員。 

○委員（福田 嗣久） 先ほどの１０８号議案と同じ

趣旨で、この件についても反対をさせていただきま
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す。以上です。 

○分科会長（西田  真） ほかにありませんか。 

 竹中委員。 

○委員（竹中  理） 先ほどの１０８号議案と同等

の内容で、賛成の意見とします。 

○分科会長（西田  真） 討論を打ち切ります。ほ

かにありませんね、大丈夫ですね。（「はい」と呼

ぶ者あり）討論を打ち切ります。 

 賛成、反対の意見がありますので、挙手により採

決いたします。 

 この際、申し上げます。挙手しない委員は反対と

みなします。 

 本案は、原案のとおり可決すべきことに賛成の委

員の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○分科会長（西田  真） 賛成少数により、第１３

３号議案は、否決すべきものと決定しました。 

 以上で本日の審査は終了しました。 

 ここで委員の皆さん、当局職員の皆さんから何か

ありましたらご発言願います。当局の皆さん、あり

ませんか。委員の皆さん、ありませんか。（「ござ

いません」と呼ぶ者あり） 

 それでは、ここで当局職員の皆さんは退席してい

ただいて結構です。 

 ここで分科会を暫時休憩します。 

午前１０時４３分 分科会休憩 

──────────────────── 

午前１１時２５分 分科会再開 

○分科会長（西田  真） それでは、分科会を再開

いたします。 

 これより賛成、反対討論のまとめについて入りま

す。 

 予算決算委員会に報告すべき内容について協議

いただきたいと思います。 

 分科会を暫時休憩いたします。 

午前１１時２５分 分科会休憩 

──────────────────── 

午前１１時２５分 分科会再開 

○分科会長（西田  真） それでは、分科会を再開

いたします。 

 それでは、反対討論の内容につきまして、福田委

員より発言していただきます。よろしくお願いしま

す。 

○委員（福田 嗣久） １０８号議案に反対の立場で

の討論ということになります。 

 文教民生分科会に審査を分担されました第１０

８号議案、令和２年度豊岡市一般会計補正予算（第

１２号）のうち、生涯学習サロン整備事業費につい

て、６，８６２万４，０００円の減額補正及び整備

計画の変更については、下記、次の理由により削減

し、それ以外の補正予算については、提案どおりと

するように修正する必要があることから、第１０８

号議案については反対いたします。 

 理由としましては、今回の提案はアイティ４階の

取得が前提となっております。どこだったいな、市

が主導した駅前再開発事業であるといえども、民間

企業の自己責任としてビルを取得された以上、安易

に公費でもって民間企業の救済的買収あるいは事

業転換に加担をすべきではないと考えております。

当局側として公益都市経営上の政策と言われてい

るが、やはり民間企業に公費を支出することに対し

ては、最大の公平性、妥当性が必要と考えておりま

す。加えまして、現在の人口減少下での公共施設再

編計画のただ中でもあります。また、大変厳しい市

の財政状況が継続していく中、将来的にも大きな荷

物を背負うこととなり、市民負担のさらなる増大も

危惧するところであります。さらに現状のコロナ禍

で市税収入の下方修正も明確となってきており、今

回の投資は慎重を期すべきと考えております。 

 よって、反対の意見を申し上げますということで

すね。 

○分科会長（西田  真） こういうことです。 

 続きまして、賛成討論のほうですけど、賛成のま

とめを竹中委員のほうにお願いします。 

○委員（竹中  理） それでは、ちょっと読みます。 

 第１０８号議案について、賛成の立場で発言しま

す。 

 反対討論の中で、購入ありきの議論と一民間企業
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の救済とありましたが、まず、購入ありきの討論に

ついては、市が購入を決定した経緯の中で、市の資

産を増やすことにより、以前から課題になっている

駅前再開発の活用を本格的に今後検討できるとい

う点で購入したものであると考える。 

 次に、一民間企業の救済については、１０月２日

付、さとうから市長、議長宛てに出されたアイティ

に関する当社の立場についてにもあるように、今回

の合意案は、決して民間企業の救済措置ではなく、

市が主導された駅前開発事業の中核施設アイティ

の責任ある継続策であり、こっち側のは前のやつで、

特に地方創生を進める中で、２０２１年春の国際観

光芸術専門職大学（仮称）開学予定を目前に、駅前

のシンボルでもある商業ビルが空洞化し、廃墟ビル

になる可能性があることは、市にとってマイナスの

影響を及ぼすことが懸念され、市民生活への悪影響

が避けられない。 

 以上の点で本案には賛成です。 

○分科会長（西田  真） ありがとうございました。 

 先ほど反対として福田委員、賛成として竹中委員

のほうで、まとめを発言していただきました。 

 その案文について、皆さんからさらにご意見はあ

りませんでしょうか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（西田  真） そしたら、そのように決

定してご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（西田  真） それでは、予算決算委員

会での分科会長報告についてですが、内容につきま

しては、さらに精査して正副分科会長にご一任願い

たいと思いますが、ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（西田  真） ご異議なしと認め、その

ように決定しました。 

 これより４、その他に入ります。 

 その他、委員の皆さんから何かあればお願いをい

たします。ご発言願います。ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（西田  真） それでは、特にないよう

でありますので、以上をもちまして文教民生分科会

を閉会いたします。お疲れさまでした。 

午前１１時３２分 閉会 

──────────────────── 


